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議案第３８号 

 

令和２年度陸前高田市下水道事業特別会計予算 

   

令和２年度陸前高田市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 643,613 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予 

算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負  

担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行   

為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起 

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」に    

よる。 

令和２年２月１９日提出 

岩手県陸前高田市長 戸 羽   太  



- 155 - 

 



- 156 - 

 

第２表 債務負担行為 

事   項 期   間 限 度 額 
  千円 

２ 
水洗化改造資金融資利子補給 

令和３年度～令和７年度 １５８ 

 

 

第３表 地方債 

起 債 の 目 的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

 千円    

公共下水道事業 6,700 

証書借入 

ま た は 

証券発行 

年4.0％以内 

（ただし、利率見

直し方式で借り

入れる資金につ

いて、利率の見直

しを行った後に

おいては、当該見

直し後の利率) 

政府資金についてはその融資条

件により、銀行その他の場合には、

債権者と協定するところによる。 

 ただし、市財政の都合により据

置期間及び償還期限を短縮し、も

しくは繰上償還または低利に借換

えすることができる。 
公営企業会計適用債 2,500 

計 9,200    

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ２ 年 度 陸 前 高 田 市 

下水道事業特別会計予算に関する説明 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１　総　括
　 （歳　入）

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
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1

2

3

4

5

6

分担金及び負担金

使用料及び手数料

繰入金

繰越金

諸収入

市債

  歳 入 合 計   

6,126

79,333

548,952

1

1

9,200

643,613

1.0

12.3

85.3

0.0

0.0

1.4

100.0

款

千円 ％

予 算 額 構 成 比

本 年 度



158 --
下水道事業特別会計

5,206

66,409

562,421

1

2

31,000

665,039

920

12,924

△13,469

0

△1

△21,800

△21,426

0.8

10.0

84.6

0.0

0.0

4.6

100.0

17.7

19.5

△2.4

0.0

△50.0

△70.3

△3.2

前 年 度

予 算 額 構 成 比
比 較 増 減 増 減 率

千円 ％ 千円 ％



1

2

下水道事業費

公債費

　 歳 出 合 計 　

　　(歳　出)

192,215

451,398

643,613

217,398

447,641

665,039

29.9

70.1

100.0

32.7

67.3

100.0

159 --

款

千円 ％

予 算 額

前 年 度本 年 度

予 算 額 構 成 比構 成 比

千円 ％
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下水道事業特別会計

千円 千円 千円 千円

特 定 財 源

そ の 他
一 般 財 源

国県支出金 地 方 債

△25,183

3,757

△21,426

0

0

0

9,200

0

9,200

103,681

451,398

555,079

79,334

0

79,334

△11.6

0.8

△3.2

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

千円 ％

比 較 増 減 増 減 率
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２　歳　　　入

１款  分担金及び負担金
  １項  分担金

目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額
千円 千円 千円 千円

1 下水道事業 1 1 0  1 下水道事業 1
区域外流入 区域外流入
分担金 分担金

計 1 1 0

１款  分担金及び負担金
  ２項  負担金

1 下水道事業 6,125 5,205 920  1 下水道事業 6,125
受益者負担 受益者負担
金 金

計 6,125 5,205 920

２款  使用料及び手数料
  １項  使用料

1 使用料 79,202 66,388 12,814  1 下水道使用 79,202
料

計 79,202 66,388 12,814

２款  使用料及び手数料
  ２項  手数料

1 手数料 131 21 110  1 下水道手数 131
料

計 131 21 110

３款  繰入金
  １項  他会計繰入金

1 一般会計繰 548,952 562,421 △13,469  1 一般会計繰 548,952
入金 入金

計 548,952 562,421 △13,469

４款  繰越金
  １項  繰越金

1 繰越金 1 1 0  1 繰越金 1

計 1 1 0

５款  諸収入
  １項  延滞金、加算金及び過料

1 延滞金 1 1 0  1 延滞金 1
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下水道事業特別会計

説　 　　　        　　　　          明

千円
○下水道事業区域外流入分担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

○下水道事業受益者負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,124
　
○下水道事業受益者負担金（滞納繰越分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

○下水道使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79,200
　
○下水道施設占用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
　
○下水道使用料（滞納繰越分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

○下水道手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 130
　
○督促手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

○一般会計繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 548,952

○繰越金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

○延滞金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
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目 本  年  度 前  年  度 比     較
節

区    分 金    額
千円 千円 千円 千円

計 1 1 0

５款  諸収入
  　項　雑入

雑入 - 1 △1
計 - 1 △1

６款  市債
  １項  市債

1 下水道事業 6,700 7,800 △1,100  1 下水道事業 6,700
債 債

2 公営企業会 2,500 23,200 △20,700  1 公営企業会 2,500
計適用債 計適用債

計 9,200 31,000 △21,800
歳入合計 643,613 665,039 △21,426
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下水道事業特別会計

説　 　　　        　　　　          明

千円

○廃項

○公共下水道事業債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,700

○公営企業会計適用債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,500
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３　歳　　　出

１款  下水道事業費
  １項  下水道管理費

目 本  年  度 前  年  度 比     較

本  年  度  の  財  源  内  訳

特　  定　  財　  源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他
一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1 総務管理費 33,767 51,880 △18,113 2,500 16 31,251

2 施設管理費 71,161 51,765 19,396 23,078 48,083

計 104,928 103,645 1,283 0 2,500 23,094 79,334

１款  下水道事業費
  ２項  下水道整備費

1 管渠施設費 87,287 113,753 △26,466 6,700 80,587

計 87,287 113,753 △26,466 0 6,700 80,587 0

２款  公債費
  １項  公債費

1 元金 375,155 364,566 10,589 375,155

2 利子 76,243 83,075 △6,832 76,243
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下水道事業特別会計

節

区　  分 金　  額
説　　　　　　                     明

千円 千円
 7 報償費 317 ○公共下水道管理事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31,252

　　下水道使用料徴収事務委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,357
 8 旅費 35 　　下水道台帳システム更新業務委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　16,962

　　下水道事業特別会計消費税申告等処理業務委託料　　　　　　　　　　　　 440
 10 需用費 80 　　下水道受益者負担金当初納付書作成業務委託料　　　　　　　　　　　　　 141

　　県下水道協会会費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22
 12 委託料 28,415 　　会議出席負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12

　　水洗化改造資金利子補給金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64
 13 使用料及び 792 　　下水道使用料還付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30

賃借料 　　旅費等事務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,224
 18 負担金補助 98 　　

及び交付金 ○地方公営企業法適用推進事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,515
 22 償還金利子 30

及び割引料
 26 公課費 4,000

 10 需用費 29,447 ○浄化センター管理事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71,161
　　浄化センター維持管理等業務委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　37,413

 11 役務費 3,948 　　光熱水費等維持管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33,748

 12 委託料 37,413

 13 使用料及び 100
賃借料

 17 備品購入費 253

 8 旅費 40 ○公共下水道整備事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　82,000
　　汚水管渠設置等工事費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77,000

 10 需用費 200 　　補償費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000
　　

 12 委託料 44 ○公共下水道整備事業費（単独分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,287
　　建設測量総合システム保守業務委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　44

 14 工事請負費 82,000 　　汚水管渠設置等工事費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000
　　会議出席負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

 18 負担金補助 3 　　旅費等事務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 240
及び交付金

 21 補償補填及 5,000
び賠償金

 22 償還金利子 375,155 ○長期債償還元金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 375,155
及び割引料

 22 償還金利子 76,243 ○長期債償還利子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　76,243
及び割引料
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目 本  年  度 前  年  度 比     較

本  年  度  の  財  源  内  訳

特　  定　  財　  源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他
一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
計 451,398 447,641 3,757 0 0 451,398 0

歳出合計 643,613 665,039 △21,426 0 9,200 555,079 79,334
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下水道事業特別会計

節

区　  分 金　  額
説　　　　　　                     明

千円 千円
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